
荻
生
徂
徠
著
『
楽
律

』
訳
注
稿
（
一
）

山
寺

小
野
）美
紀
子

本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
楽
律
考
』
は
、
江
戸
中
期
の
大
儒
、
荻
生
徂
徠
（
物
茂
卿
、
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）
の
著
作
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
音
楽
の
基
礎
と
な

る
楽
律
（
音
高
を
表
す
音
律
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
調
（
音
階
・
旋
法
）
を
含
め
た
規
定
全
般
）
に
関
し
て
、
主
に
、
中
国
古
代
の
周
・
漢
か
ら
明
代
に
至
る
ま
で
の
音

律
の
変
遷
や
、
日
本
に
伝
承
さ
れ
る
音
楽
（
特
に
雅
楽
の
唐
楽
）
と
中
国
古
楽
と
の
楽
律
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
徳
川
将
軍
吉
宗
に
献
上

さ
れ

⑴

た
後
、「
頗
る
秘
し
刊
行
を
許
さ
ざ

⑵

る
者
」
と
し
て
写
本
で
流
布
し
た
。
伝
本
の
中
に
は
、
徂
徠
の
他
の
著
作
『
楽
制

』、
及
び
弟
子
の
太
宰
春
台
著
『
律
呂
通

考
』
と
合
写
し
た
も
の
が
比
較
的
多
く
、『
楽
律
考
』・『
楽
制

』
を
併
せ
て
『
大
楽
発
揮
』
と
も
称
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
吉
宗
に
提
出
さ
れ
た
『
名
家
叢
書
』「
荻

生
考
」
所
収
の
写
本
を
底
本
と
し
て
、
こ
れ
を
翻
刻
し
、
訓
読
を
加
え
、
現
代
語
訳
・
訳
注
を
作
成
す
る
。

注
⑴

岩
橋
遵
成
『
徂
徠
研
究
』（
一
九
三
四
年
、
関
書
院
、（
復
刻
）
一
九
八
二
年
、
名
著
刊
行
会
）
第
二
篇
第
二
章
第
五
「
音
楽
に
関
す
る
著
書
」
二
一
三
〜
二
一
六
頁
、
陶
徳
民

「
荻
生
徂
徠
の
『
楽
書
』
校
閲
と
そ
の
所
産
」（『
待
兼
山
論
叢
（
史
学

）』
第
二
一
号
、
一
九
八
七
年
）
六
四
〜
六
九
頁
、
印
藤
和
寛
「
富
永
仲
基
『
三
器
』
度
考
の
復
原

｜
｜
『
楽
律
考
』
の
一
考
察
」（『
懐
徳
』
第
六
二
号
、
一
九
九
四
年
）
二
九
〜
三
三
頁
、
大
庭
脩
編
著
『
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料
三

荻
生
北
渓
集

｜
｜
近
世
日
中
交

渉
史
料
集
四
』（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
九

四
、
一
九
九
五
年
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
）
本
論
第
二
章
第
十
節
「
楽
書
校
閲
」
三
一
〜
三
七
頁
、
大
庭
脩

「
荻
生
北
渓
・
徂
徠
と
楽
書
校
閲
」（『
東
方
学
』
第
九
一
輯
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
参
照
。

⑵

服
部
南
郭
に
よ
る
徂
徠
の
著
作
目
録
『
物
夫
子
著
述
書
目
記
』
に
、「

制

一

律
考
一

二
十

附
三

右
三
部
。
亦
頗

不

許

刊
行

。」
と
見
え

一
二
三

⬇目次ない時は４行アキ
考➡考を使用しているので修正時注意
他にも旧字等多数使用。別紙一覧あります



る
（
関
儀
一
郎
編
『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
（
学
庸
部
一
）』
一
九
二
三
年
、
東
洋
図
書
刊
行
会

所
収
）。

凡

例

底
本
・
対
校
本

一
、
底
本
は
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
『
名
家
叢
書
』（﹇
特63-1

﹈（﹇

﹈
内
は
所
蔵
機
関
の
函
架
番
号
・
請
求
番
号
等
。
以
下
同
）、
写
本
全
七
十
八
冊
、

紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
）
の
第
五
七
冊
「
荻
生
考
」
所
収
「
楽
律
考
」
で
あ
る
。（「
名
家
本
」
と
略
記
）

な
お
、『
名
家
叢
書
』
は
影
印
刊
行
さ
れ
て
お
り
、「
楽
律
考
」
を
含
む
「
荻
生
考
」
は
、『
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

名
家
叢
書

下
』（
関
西
大
学
東
西
学
術

研
究
所
資
料
集
刊
十
二

三
、
一
九
八
二
年
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

一
、
他
に
参
照
し
た
伝
本
は
、
次
に
挙
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
（
田
安
徳
川
家
資
料
（
田
藩
文
庫
ほ
か
）﹇15-594

﹈）『
楽
律
考
』
写
一
冊
（
田
安
本
と
略
記
）

無
窮
会
神
習
文
庫
所
蔵
﹇12475

﹈『
楽
律
考
』
写
一
冊
、
巻
末
に
荻
生
北
渓
著
「
楽
律
考
解
」
を
附
す
（
無
窮
会
本
と
略
記
）

早
稲
田
大
学
図
書
館
服
部
文
庫
所
蔵
﹇
イ17-1070
﹈『
楽
律
考

合
綴

律
呂
通
考
』
写
一
冊
、
天
明
七
年
服
部
元
雅
校
写
（
服
部
本
と
略
記
）

島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
﹇
郷081/125/2-2

﹈、
松
原
基
編
『
消
暑
漫
筆
』
二
筆
「
一

大
楽
発
揮
」
巻
一
所
収
の
「
楽
律
第
一
」（
消
暑
本
と
略
記
）

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
﹇146-65

﹈『
大
楽
発
揮
』
写
一
冊
、
巻
一
所
収
の
「
楽
律
考
」、
巻
末
に
太
宰
春
台
書
簡
「
答
田
安
公
問
」
を
附
す

岩
瀬
本
と
略
記
）

無
窮
会
織
田
文
庫
所
蔵
﹇
オ1228

﹈、
蒔
田
雁
門
注
『
大
楽
発
揮
摘
註
』、
天
保
九
年
序
刊
、
二
巻
一
冊
、
巻
上
所
収
の
「
楽
律
考
」（
雁
門
摘
註
本
と
略
記
）

体
裁

一
、
底
本
の
原
文
に
改
行
箇
所
は
な
い
が
、
訳
注
者
が
適
宜
段
落
に
区
切
り
、【

】
内
に
段
落
番
号
を
示
し
た
。

一
、
本
稿
で
は
、
段
落
毎
に
原
文
の
翻
刻
を
載
せ
、
そ
の
後
に
書
き
下
し
文
（

訓
読

と
表
記
）
を
附
し
、
続
け
て
、
現
代
語
訳
（

訳

と
表
記
）
と
訳
注
（

注

と
表
記
）
を
載
せ
る
。

翻
刻
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一
、
原
文
翻
刻
の
字
体
は
、
原
則
と
し
て
異
体
字
を
正
字
に
改
め
た
が
、
字
体
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
部
、
正
字
と
さ
れ
る
字
体
に
改
め
な
か
っ

た
も
の
も
あ
る
。

一
、
句
読
点
に
つ
い
て
は
、
底
本
に
施
さ
れ
た
読
点
に
基
づ
き
、
適
宜
、
こ
れ
を
句
点
及
び
並
列
点
に
改
め
た
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
読
点
と
並
列
点
を
加
え
た

箇
所
も
あ
る
。

一
、
平
出
の
箇
所
は
、
底
本
ど
お
り
一
字
分
空
け
た
。

書
き
下
し
文

一
、
書
き
下
し
文
は
、
原
則
と
し
て
底
本
の
訓
点
に
基
づ
い
て
訓
読
し
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
田
安
本
な
ど
他
の
本
を
参
照
し
、
ま
た
、
現
在
一
般
に
行
わ
れ
て
い

る
訓
読
法
に
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

一
、
底
本
の
名
家
本
に
振
り
仮
名
は
見
え
な
い
が
、
適
宜
、
書
き
下
し
文
に
振
り
仮
名
を
加
え
た
。
訳
注
者
が
補
っ
た
も
の
は
、
平
仮
名
で
示
し
、
田
安
本
に
記
す
振

り
仮
名
を
参
照
し
て
加
え
た
も
の
は
、
片
仮
名
で
示
す
。
な
お
、「
黄
鐘
」
の
振
り
仮
名
（
二
種
）
に
つ
い
て
は
、
田
安
本
の
字
音
の
表
記
を
次
の
よ
う
に
改
め
た
。

「
ヲ
ウ
シ
キ
」
↓
「
ワ
ウ
シ
キ
」

「
ク
ハ
ウ
シ
ヤ
ウ
」
↓
「
ク
ワ
ウ
シ
ヨ
ウ
」

現
代
語
訳
・
訳
注

一
、
現
代
語
訳
に
お
け
る
（

）
内
の
語
句
は
、
訳
注
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
原
文
を
尊
重
し
て
訳
す
よ
う
に
し
た
が
、
理
解
が
難
し
い
箇
所
に
つ

い
て
は
、
補
足
事
項
や
説
明
を
（

）
内
に
加
え
た
。

一
、
音
楽
の
専
門
用
語
で
あ
る
律
名
と
調
名
に
つ
い
て
は
、
主
に
現
在
通
行
の
表
記
に
統
一
し
た
。（
黄
鍾
↓
黄
鐘
、
一
越
↓
壹
越
、
般
渉
↓
盤
渉
、
中
呂
↓
仲
呂
、

舞
射
↓
無
射
な
ど
）

一
、
本
書
の
内
容
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
訳
注
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
徂
徠
の
他
の
著
述
や
、
弟
の
荻
生
北
渓
（
物
観
、
一
六
七
〇
〜
一
七
五
四
）
及
び
弟

子
の
太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
〜
一
七
四
七
）
に
よ
る
本
書
に
関
連
す
る
著
述
、
山
県
大
弐
（
一
七
二
五
〜
一
七
六
七
）
と
蒔
田
雁
門
（
〜
一
八
五
〇
）
に
よ
る
本
書

の
注
釈
本
等
か
ら
、
関
連
す
る
箇
所
を
挙
げ
、
照
合
し
た
。
使
用
し
た
文
献
資
料
は
、
左
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
挙
げ
る
荻
生
北
渓
著
「
楽
律
考

解
」
及
び
太
宰
春
台
著
「
答
田
安
公
問
」
の
詳
し
い
書
誌
と
『
楽
律
考
』
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
紹
介
す
る
。

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）

一
二
五



１.

荻
生
徂
徠
著
・
荻
生
北
渓
補
・
中
根
元
圭
閲
『
度
量
衡
考
』
所
収
（
徂
徠
著
）「
度
考
」・「
量
考
」（
川
原
秀
城
・
池
田
末
利
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
三

統
治
論
二
』

一
九
八
七
年
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

２.

荻
生
徂
徠
著
『
周
尺
考
』（
駁
朱
度
考
）（
川
原
秀
城
・
池
田
末
利
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
三

統
治
論
二
』
一
九
八
七
年
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

３.

荻
生
徂
徠
著
『

園
随
筆
』（
西
田
太
一
郎
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
七

随
筆
一
』
一
九
七
六
年
、
東
京
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

４.

荻
生
北
渓
著
「
楽
律
考
解
」（『
楽
律
考
』
無
窮
会
本

所
収
）

５.

太
宰
春
台
書
簡
「
答
田
安
公
問
」（
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
﹇
郷081/125/2-2

﹈、
松
原
基
編
『
消
暑
漫
筆
』
二
筆
「
三

答
田
安
公
問
」）

６.

「
荻
生
考
（
第
五
七
冊
）」
所
収
「
楽
律
考
」
附
記
「
楽
律
ノ
考
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
『
名
家
叢
書
』
所
収
）

７.

「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」・「
歴
代
尺
ノ
考
」・「
黍
ノ
考
」・「
楽
律
ノ
考
」（
荻
生
北
渓
著
あ
る
い
は
徂
徠
と
北
渓
の
共
著
）（
国
立
公
文
書
館

内
閣
文
庫
所
蔵
『
名
家
叢
書
』
所
収
）

８.

『
楽
律
考
』
の
山
県
大
弐
注
（
甲
陽
図
書
刊
行
会
校
訂
『
山
県
大
弐
遺
著
』
一
九
一
四
年
、
甲
陽
図
書
刊
行
会

所
収
）

９.

『
楽
律
考
』
の
蒔
田
雁
門
注
（『
大
楽
発
揮
摘
註
』
雁
門
摘
註
本

所
収
）

一
、
訳
注
に
お
い
て
、
右
の
１
〜
３
は
、
翻
字
ま
た
は
読
下
し
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
該
当
頁
を
（

）
内
に
示
す
。

４
〜
９
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
句
読
点
・
並
列
点
を
補
い
、
あ
る
い
は
も
と
か
ら
施
さ
れ
て
い
る
読
点
を
、
適
宜
、
句
点
・
並
列
点
に
改
め
、
漢
字
の
異
体
字

は
、
原
則
と
し
て
正
字
に
改
め
、
仮
名
の
変
体
・
略
体
・
合
字
等
は
、
通
行
の
字
体
に
改
め
、
翻
刻
し
た
。
た
だ
し
、
表
記
と
し
て
は
、「
律
歴
」
は
「
律
暦
」
に
、

「
黄
鍾
」
は
「
黄
鐘
」
に
改
め
ず
底
本
の
ま
ま
と
し
た
が
、
黄
鐘
（
ま
た
は
黄
鍾
）
の
振
り
仮
名
は
、「
ワ
ウ
シ
キ
」
と
「
ク
ワ
ウ
シ
ヨ
ウ
」
に
統
一
し
た
。

一
、
右
に
挙
げ
る
資
料
の
ほ
か
に
、
訳
注
で
参
照
・
引
用
し
た
文
献
は
、
巻
末
に
一
覧
に
し
て
挙
げ
た
。
引
用
の
際
に
は
、
該
当
頁
を
（

）
内
に
示
す
。

一
、
訳
注
に
お
け
る
他
文
献
か
ら
の
引
用
部
分
で
は
、
割
注
の
箇
所
は
〔

〕
で
括
り
、
引
用
者
（
訳
注
者
）
に
よ
る
補
足
事
項
は
、
小
字
で
（

）
内
に
示
し
た
。

傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

一
、
本
稿
の
訳
注
に
お
い
て
は
、
徂
徠
の
説
に
対
す
る
後
世
の
議
論
を
含
め
、
そ
の
説
の
是
非
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。

一
二
六
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律

物
茂
卿

【
一
】

本

律
、
一
曰
一
越

、
二
曰

金

、
三
曰
平

、
四
曰

、
五
曰

吟

、
別
名
下
無
、
六
曰
雙

、
七
曰

鐘

、
八
曰

鐘

、
九
曰
鸞
鏡

、
十
曰
般

、
十
一
曰
神
仙

、
十
二
曰
鳳

⑴

、
別
名
上
無
。
伶
工
相
承
、
以
一
越
爲

鐘
、

金
爲
大
呂
、
平

爲

太
簇
、

爲
夾
鐘
、

吟
爲
姑
洗
、
雙

爲
中
呂
、

鐘
爲

、

鐘
爲
林
鐘
、
鸞
鐘
爲
夷
則
、
般

爲
南
呂
、
神
仙
爲
舞
射
、
鳳

爲

應
⑵鐘

。
訓
読

本
邦
の
楽
律
は
、
一
に
曰
は
く
一
越
調
、
二
に
曰
は
く
断
金
調
、
三
に
曰
は
く
平
調
、
四
に
曰
は
く
勝
絶
調
、
五
に
曰
は
く
龍
吟
調
、
別
名
は
下
無
、
六
に
曰
は
く

双
調
、
七
に
曰
は
く

鐘
調
、
八
に
曰
は
く
黄
鐘
ワウシキ

調
、
九
に
曰
は
く
鸞
鏡
調
、
十
に
曰
は
く
般
渉
調
、
十
一
に
曰
は
く
神
仙
調
、
十
二
に
曰
は
く
鳳
音
調
、
別
名
は
上

無
。
伶
工
相あひ
承う
け
て
、
一
越
を
以
て
黄クワウ
鐘シヨウと
為
し
、
断
金
を
大
呂
と
為
し
、
平
調
を
太
簇
と
為
し
、
勝
絶
を
夾
鐘
と
為
し
、
龍
吟
を
姑
洗
と
為
し
、
双
調
を
中
呂
と

為
し
、

鐘
を

賓
と
為
し
、
黄
鐘
ワウシキ

を
林
鐘
と
為
し
、
鸞
鏡
を
夷
則
と
為
し
、
般
渉
を
南
呂
と
為
し
、
神
仙
を
舞
射
と
為
し
、
鳳
音
を
応
鐘
と
為
す
。

訳我
が
国
の
楽
律
は
、（
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
内
の
十
二
の
半
音
か
ら
な
る
十
二
律
の
）
第
一
音
を
「
壹
越
調
」、
第
二
音
を
「
断
金
調
」、
第
三
音
を
「
平
調
」、
第
四
音
を

「
勝
絶
調
」、
第
五
音
を
「
龍
吟
調
」、
別
名
「
下
無
」、
第
六
音
を
「
双
調
」、
第
七
音
を
「

鐘
調
」、
第
八
音
を
「
黄おう
鐘しき
調
」、
第
九
音
を
「
鸞
鏡
調
」、
第
十
音
を

「
盤
渉
調
」、
第
十
一
音
を
「
神
仙
調
」、
第
十
二
音
を
「
鳳
音
調
」、
別
名
「
上
無
」
と
言
う
。
楽
人
の
伝
承
で
は
、（
我
が
国
に
お
け
る
十
二
律
名
の
）「
壹
越
」
を

（
中
国
に
お
け
る
十
二
律
名
の
）「
黄こう
鐘しょう」
で
あ
る
と
し
、「
断
金
」
を
「
大
呂
」、「
平
調
」
を
「
太
簇
」、「
勝
絶
」
を
「
夾
鐘
」、「
龍
吟
」
を
「
姑
洗
」、「
双
調
」
を

「
仲
呂
」、「

鐘
」
を
「

賓
」、「
黄
鐘
おうしき

」
を
「
林
鐘
」、「
鸞
鐘
」
を
「
夷
則
」、「
盤
渉
」
を
「
南
呂
」、「
神
仙
」
を
「
無
射
」、「
鳳
音
」
を
「
応
鐘
」
と
す
る
。

一
二
七

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）



注⑴

一
越

…
…

金

…
…
平

…
…

…
…

吟

…
…
雙

…
…

鐘

…
…

鐘

…
…
鸞
鏡

…
…
般

…
…
神
仙

…
…
鳳

こ
れ
ら
は

皆
、「
調
」
と
附
す
が
、
音
階
や
旋
法
な
ど
の
調
（
調
子
）
の
名
称
で
は
な
く
、
音
高
を
示
す
十
二
律
の
名
称
（
律
名
）
と
し
て
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
平
調
・
双

調
以
外
は
、
近
世
、「
調
」
の
字
を
略
す
の
が
慣
わ
し
と
な
っ
た
と
い
う
。
林
謙
三
『
律
名
新
考
｜
｜
日
本
十
二
律
の
起
源
及
び
音
高
の
問
題
に
つ
い
て
』
を
参

照
。

⑵

伶
工
相
承
、
…
…
鳳

爲
應
鐘

こ
の
伝
承
に
お
け
る
日
中
十
二
律
の
関
係
を
表
に
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
一

楽
人
の
伝
承
に
よ
る
日
中
十
二
律
の
対
応
関
係

日
本
十
二
律

壹
越

断
金

平
調

勝
絶

龍
吟

下
無
）

双
調

鐘

黄
鐘

鸞
鏡

盤
渉

神
仙

鳳
音

上
無
）

中
国
十
二
律

黄
鐘

大
呂

太
簇

夾
鐘

姑
洗

仲
呂

賓

林
鐘

夷
則

南
呂

無
射

応
鐘

【
二
】

稽

華
夏
、
燕

越

・

⑴

平

・
雙

・
般

・
仙

⑵

呂

、
皆

名
而
非
律
名
也
。

吟
聲
、

長
鳴
三
聲

⑶

之
一
、
鳳
鸞

、
乃
琵
琶

獨

曲
破

⑷

之
名
。
而

金
・

・

鐘
、

無

考
。
或
當
字

。
上
無
・
下
無
、
爲
此
方

⑸命
。
獨
巢
笙
、
平

子
爲
林
鐘
、
仙
呂
管
爲

夾
鐘

、
實
命

⑹

其
律
。
然
不
復
與
此
方

傳

⑺

合
矣
。

訓
読

諸コレ
を
華
夏
に
稽かんがふ
る
に
、
燕
楽
に
越
調
・
平
調
・
双
調
・
般
渉
調
・
仙
呂
調
有
り
、
皆
調
の
名
に
し
て
律
の
名
に
非
ず
。
龍
吟
声
は
、
即
ち
唐
の
長
鳴
三
声
の
一
、

鳳
鸞
の
商
は
、
乃
ち
琵
琶
の
独
弾
曲
の
破
の
名
な
り
。
而
し
て
断
金
・
勝
絶
・

鐘
は
、
絶
え
て
考
ふ
る
所
無
し
。
或
い
は
当
に
字
の
誤
り
な
る
べ
し
。
上
無
・
下
無

は
、
此
の
方
の
命
ず
る
所
と
為
る
。
独
り
巣
笙
に
、
平
調
の
子
を
林
鐘
と
為
し
、
仙
呂
の
管
を
夾
鐘
と
為
す
者
の
み
、
実
に
其
の
律
に
命
ず
。
然
れ
ど
も
復
た
此
の
方

の
伝
ふ
る
所
の
者
と
合
は
ず
。

一
二
八

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
巻



訳こ
れ
（
日
本
の
十
二
律
名
）
を
、
中
国
の
も
の
と
引
き
合
わ
せ
て
調
べ
て
み
る
と
、
燕
楽
（
唐
代
の
俗
楽
）
に
、
越
調
・
平
調
・
双
調
・
般
渉
調
・
仙
呂
調
と
い
う

も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
、
調
名
で
あ
っ
て
、
律
名
で
は
な
い
。（「
龍
吟
」
と
同
名
の
）「
龍
吟
声
」
と
い
う
の
は
、
唐
代
の
（
鼓
吹
楽
に
お
け
る
）
長
鳴
三
声

の
一
つ
で
あ
り
、（「
鳳
音
」「
鸞
鏡
」
に
通
じ
る
）「
鳳
鸞
の
商
」
と
い
う
の
は
、
琵
琶
の
独
弾
曲
の
破
の
名
称
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
断
金
」「
勝
絶
」「

鐘
」
に
つ

い
て
は
、
全
く
考
察
す
る
手
立
て
が
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
文
字
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
。「
上
無
」「
下
無
」
は
、
我
が
国
で
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
巣
笙

に
お
い
て
、「
平
調
の
子
」（
と
称
す
る
第
十
五
管
の
音
）
を
林
鐘
と
し
、「
仙
呂
の
管
」（
と
称
す
る
第
十
三
管
の
音
）
を
夾
鐘
と
す
る
こ
と
だ
け
は
、
実
に
、（
各
管

が
発
す
る
）
そ
の
音
律
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
は
や
、
我
が
国
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
律
名
と
は
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。

注⑴

平

他
の
多
く
の
『
楽
律
考
』
伝
本
で
は
、「
平

」
を
欠
く
。
こ
の
部
分
は
、『
新
唐
書
』「
礼
楽
志
」
の
記
事
（
次
の
注
⑵
に
引
用
）
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、

そ
の
記
事
に
「
正
平

」「
高
平

」
と
い
う
調
名
は
含
ま
れ
る
も
の
の
、
平
調
と
完
全
に
同
名
の
調
が
見
え
な
い
た
め
、
伝
写
の
際
に
「
平

」
の
み
削
除
さ
れ

た
可
能
性
も
窺
え
る
。

⑵

燕

越

・
平

・
雙

・
般

・
仙
呂

『
新
唐
書
』
巻
二
二
「
礼
楽
志
一
二
」
に
、「
凡

謂
俗

、
二
十

八

、
正
宮
・
高
宮
・
中
呂
宮
・

宮
・
南
呂
宮
・
仙
呂
宮
・

鍾
宮
爲
七
宮
、
越

・
大

・
高
大

・
雙

・
小

・
歇
指

・
林
鍾

爲
七

、
大

角
・
高
大

角
・
雙
角
・
小

角
・
歇
指
角
・
林
鍾
角
・
越
角
爲
七
角
、
中
呂

・
正
平

・
高
平

・
仙
呂

・
黄
鍾
羽
・
般

・
高
般

爲
七
羽
。
…
…
燕
設
用
之
。」（
四
七
三
頁
）
と
あ

り
、
燕
楽
（
宴
楽
）
で
用
い
ら
れ
た
俗
楽
二
十
八
調
の
中
に
、「
越

」、「
正
平

」
あ
る
い
は
「
高
平

」、「
雙

」、「
般

」、「
仙
呂

」
と
い
う
名
称
が

見
え
る
こ
と
に
基
づ
く
。
荻
生
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
で
も
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、「

ノ
禮

志
ノ
俗

ニ
、
中
呂

・
正
平

・
高
平

・
仙
呂

・

鐘ノ

羽
・
般

・
高
般

ヲ爲

七
羽ト、
ト
ア
リ
。」
と
解
説
す
る
。

な
お
、
こ
こ
で
言
う
燕
楽
と
は
、
唐
代
宮
廷
の
宴
饗
に
用
い
ら
れ
た
楽
舞
で
あ
り
、
西
域
伝
来
の
胡
楽
や
中
国
古
来
の
民
間
音
楽
か
ら
成
る
俗
楽
の
一
種
で
あ

る
。
前
掲
『
新
唐
書
』「
礼
楽
志
」
に
見
え
る
諸
調
子
は
、
こ
の
燕
楽
に
用
い
ら
れ
た
調
体
系
で
あ
り
、
燕
楽
二
十
八
調
と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
き
た
。
燕
楽
二
十
八

調
に
つ
い
て
は
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
【
八
】
に
て
再
度
言
及
さ
れ
る
た
め
、
詳
細
は
そ
こ
で
後
述
す
る
。

一
二
九

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）



⑶

吟
聲
、

長
鳴
三
聲
之
一

こ
の
記
述
は
、
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
に
、「

書
儀
衞
志ニ、
長
鳴
一
曲
三
聲
、
一ニ

吟
、
二ニ彪
吼
聲
、
三ニ河
聲
ト
ア
リ
。
長

鳴
曲
ハ
、
鼓
吹
部
ノ
曲
名
。」
と
解
説
す
る
よ
う
に
、『
新
唐
書
』
巻
二
三
「
儀
衛
志
下
」
に
、「
鼓
吹
部

鼓
・
大
鼓
・
金
鉦
小
鼓
・
長
鳴
・
中
鳴
。
…
…
長
鳴

一
曲
三
聲
、
一

吟
聲
、
二
彪
吼
聲
、
三
河
聲
。」（
五
〇
八
〜
五
〇
九
頁
）
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
ま
た
、
山
県
大
弐
の
注
に
は
、「

長
鳴
三
聲
、
其
一
名

吟
。
按
北
史
載
鄭

「

」
脱
カ
）

吟
十
弄
。
豈
亦
其

聲

。」
と
あ
り
、『
北
史
』
に
見
え
る
「

吟
十
弄
」
と
い
う
曲
が
、
そ
の
遺
声
で
は
な
い
か
と
述
べ

て
い
る
。
確
か
に
、『
北
史
』
巻
三
五
「
鄭
羲
伝
」
の
附
伝
に
、「
敬

弟

、
字
恭
文
。
…
…

能
鼓
琴
、
自

吟
十
弄
、
云
嘗
夢
人

琴
、

而
寫
得
。」

（
一
三
〇
七
頁
）
と
見
え
る
。

⑷

鳳
鸞

、
乃
琵
琶
獨

曲
破
之
名

「
鳳
鸞

」
に
つ
い
て
、
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
で
は
、「
鳳

・
鸞
鏡
、

絃
ニ
在
ヲ
イ
フ
。」
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
、
徂
徠
は
、『
宋
史
』「
楽
志
」
に
挙
げ
る
「
琵
琶
獨

曲
破
」（
琵
琶
の
独
奏
曲
の
「
破
」
の
楽
章
と
い
う
意
味
か
）
の
曲
目
に
、「
鳳
鸞

」
と
い
う
調

名
が
見
え
る
こ
と
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
、
日
本
律
名
の
「
鳳
音
」
と
「
鸞
鏡
」
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
挙
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
宋
史
』
巻
一
四
二
「
楽

志
一
七
」
に
、「
琵
琶
獨

曲
破
十
五
、
鳳
鸞

慶

功
、
應
鍾

九
曲
淸
、
…
…
」（
三
三
五
二
頁
）
と
見
え
る
。

⑸

上
無
・
下
無
、
爲
此
方

命

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
書
『
楽
律
考
』
後
半
部
に
、
徂
徠
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
す
る
。「

家

吟
爲
下
無
、
鳳

爲
上
無
。
今
以

鐘

聲
爲

・

鐘
、
則

吟
爲
南
呂
、
鳳

爲
姑
洗
。
按

書
、
倍
律
二
、
舞
射
・
應
鐘
、
而
不
下
於
南
呂
。
淸
律

四
、

鐘
・
大
呂
・
太
簇
・
夾
鐘
、
而
不
上
於
姑
洗
。
又
笙
第
十
七
管
神
仙
、
爲
夾
鐘
。
笙
中
淸
聲
、
莫

此

、
則
下
無
・
上
無
命
名
之
義
、
可
以
見
焉
。」

⑹

獨
巢
笙
、
平

子
爲
林
鐘
、
仙
呂
管
爲
夾
鐘

、
實
命
其
律

「
巢
笙
」
と
は
、
十
九
管
の
笙
の
こ
と
。『
爾
雅
』「
釈
楽
」
に
「
大
笙
謂
之
巢
、
小

謂
之
和
」、

郭

注
に
「
大

十
九

」（『
爾
雅
注
疏
』
一
七
二
頁
）
と
あ
り
、
他
に
陳

の
『
楽
書
』
や
『
文
献
通
考
』（
後
掲
）、『
宋
史
』「
楽
志
」
等
に
も
、
巣
笙
に
つ
い

て
の
記
事
が
見
え
る
。

こ
の
徂
徠
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
に
、「
文

考
ノ
巢
笙
ニ
出
ル
。
一
越
ヲ
中
呂
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
平

ハ
林
鍾
、
神
仙
ハ
夾
鍾
ナ

リ
。」
と
解
説
す
る
。
こ
れ
に
基
づ
く
と
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

一
、『
文
献
通
考
』
巻
一
三
八
「
楽
考
一
一
」
の
「
巣
笙
」
の
項
に
は
、
宋
の
陳

撰
『
楽
書
』
を
引
い
て
、「
陳
氏

書
曰
、
…
…
大

十
九

謂
之
巢
、

…
…
小

十
三

謂
之
和
…
…
〔
今
巢
笙
之
制
、
第
一
管
頭
子
應
鐘
淸
聲
、
第
二
管
二
中

鐘
正
聲
…
…
十
三
仙
呂
管
夾
鐘
正
聲
…
…
十
五
平

子
林
鐘

淸
聲
、
…
…
〕」（
考
一
二
二
一
頁
）
と
あ
り
、
巣
笙
の
第
十
三
管
「
仙
呂
管
」
の
音
律
が
夾
鐘
で
、
第
十
五
管
「
平

子
」
の
音
律
が
林
鐘
で
あ
る
と
記
す
。
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二
、
日
本
の
壹
越＝

中
国
の
黄こう
鐘しょうと
す
る
楽
人
の
伝
承
（
本
稿
【
一
】
注
⑵
参
照
）
で
は
な
く
、
壹
越＝

中
国
の
仲
呂
（
つ
ま
り
日
本
の
黄
鐘
おうしき＝

中
国
の
黄こう
鐘しょう）

と
し
た
場
合
（
表
二
の
①
参
照
）、
平
調
は
林
鐘
に
、
神
仙
は
夾
鐘
に
対
応
し
（
表
二
②
③
参
照
）、「
平

子
」
の
管
の
音
が
林
鐘
で
、「
仙
呂
管
」
の
音
が

夾
鐘
で
あ
る
と
す
る
『
文
献
通
考
』
の
記
事
に
合
致
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
神
仙
が
「
仙
呂
」
に
通
じ
る
と
み
な
す
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

三
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
律
名
の
神
仙
と
平
調
は
、（
日
本
の
黄
鐘
おうしき＝

中
国
の
黄こう
鐘しょうと
し
た
場
合
の
）
実
際
に
相
当
す
る
音
律
に
基
づ
き
、
そ
の
巣
笙
の
管

名
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
、
と
い
う
の
が
徂
徠
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
日
本
の
黄
鐘
おうしき＝

中
国
の
黄こう
鐘しょうと
い
う
考
え
は
、
徂
徠
の
楽
論
に
お
け
る
骨
子
で
あ
り
、
本
書
『
楽
律
考
』
後
半
部
に
、
そ
の
論
拠
を
十
項
目
載
せ
る
。

そ
れ
ら
の
論
拠
の
一
つ
に
、
こ
の
巣
笙
の
音
律
に
関
す
る
問
題
が
改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
す
る
。「

鐘

聲
爲

・

鐘
、
則
巢

笙
除
第
五
・
第
十
三
管
、
外
十
七
管
排
聲
、
與
今
笙
十
七
管

皆
合
焉
。」

表
二

巣
笙
の
管
名
と
律
名
の
対
応
関
係

『
文
献
通
考
』

巣
笙
の
管
名

仙
呂
管

平
調
子

対
応
す
る
中
国
律
名

黄
鐘

大
呂

太
簇

夾
鐘

姑
洗

仲
呂

賓

林
鐘

夷
則

南
呂

無
射

応
鐘

中
）
黄
鐘＝

日
）
黄
鐘
と
し
た
場
合
の
対
応
す
る
日
本
律

黄
鐘

鸞
鏡

盤
渉

神
仙
③

上
無

壹
越
①

断
金

平
調
②

勝
絶

下
無

双
調

鐘

中
）
黄
鐘＝

日
）
壹
越
と
し
た
場
合
の
対
応
す
る
日
本
律

壹
越

断
金

平
調

勝
絶

下
無

双
調

鐘

黄
鐘

鸞
鏡

盤
渉

神
仙

上
無

⑺

然
不
復
與
此
方

傳

合
矣

前
注
⑹
に
述
べ
た
徂
徠
自
身
の
解
釈
を
う
け
て
言
う
。
我
が
国
に
伝
わ
る
律
名
を
、
楽
人
の
伝
承
の
と
お
り
に
、
日
本
の
壹
越＝

中
国
の
黄こう
鐘しょうと
み
な
し
た
場
合
は
、
平
調
は
太
簇
、
神
仙
は
無
射
と
な
り
、
前
掲
『
文
献
通
考
』
に
引
く
巣
笙
に
つ
い
て
の
記
録
と
合
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
表
二
の
「（
中
）
黄
鐘＝

（
日
）
壹
越
と
し
た
場
合
の
対
応
す
る
日
本
律
」
の
欄
と
「
対
応
す
る
中
国
律
名
」
の
欄
を
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
山
県
大
弐
の
注
に
も
同
様
の
説
明
が
見
え
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
す
る
。「
古

笙

巢
和
之
別
、
大

曰
巢
十
九
管
。
小

爲
和
十
三
管
。
平

・
仙

呂
乃
巢
笙
管
名
、
而
實
名
其
律
。
若
以
此
方

鐘

聲
爲

鐘
、
而
平

爲
林
鐘
、
仙
呂
爲
夾
鐘
、〔
此
方
無
仙
呂

、
而
其
名
蓋
與
神
仙
相

、
故

此

耳
。〕

則
與
其
法
符
合
矣
。
然
伶
工
家

傳
、
平

爲
太
簇
、
神
仙
爲
無
射
、
如

、
則
亦
皆
與
之
異
也
。」
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【
三
】

今

按

本

之

、
原

・

、
律
亦

・

之
律
、
而
第
八

鐘

聲
、
乃

・

⑴

鐘
也
。
惟
昔

軒

氏
、
命
伶
倫
始
制
律

⑵呂
、
而
度
量
衡
皆

⑶

生
焉
、
三
代
相
承
、

秦

、
莫

⑷

改
作
。
後

以
來
、
尺
度

⑸

訛
長
。
魏

⑹

杜

承
喪

之
後
、
莫

稽
考
、
以
此
制
律
。

而
應
鐘
爲

鐘
、
律
始

⑺

變
矣
。

訓
読

今
、
謹
み
て
按
ず
る
に
、
本
邦
の
楽
、
周
・
漢
の
遺
音
に
原モト
づ
き
、
律
も
亦
た
周
・
漢
の
律
に
し
て
、
第
八
黄
鐘
ワウシキ

調
の
声
は
、
乃
ち
周
・
漢
の
黄クワウ
鐘シヨウな
り
。
惟
ふ

に
昔
、
黄
帝
軒

氏
、
伶
倫
に
命
じ
て
始
め
て
律
呂
を
制ツク
ら
し
め
、
而
し
て
度
量
衡
皆
焉ココ
に
生
じ
、
三
代
相
承
け
て
、
秦
を
歴へ
て
漢
に
およ

び
て
、
改
め
作
る
こ
と
有
る

こ
と
莫
し
。
後
漢
以
来
、
尺
度
訛
長
す
。
魏
の
杜

、
喪
乱
の
後
を
承
け
て
、
稽
考
す
る
所
莫
く
、
此
を
以
て
律
を
制
る
。
而
し
て
応
鐘
を
黄クワウ
鐘シヨウと
爲
し
、
律
始
め

て
変
ず
。

訳さ
て
、
謹
ん
で
案
ず
る
に
、
我
が
国
の
音
楽
は
、
中
国
古
代
の
周
（
前
約
一
一
〇
〇
〜
前
二
五
六
）・
漢
（
前
二
〇
六
〜
二
二
〇
）
代
の
遺
音
に
基
づ
い
て
お
り
、

音
律
も
ま
た
周
・
漢
の
音
律
で
あ
っ
て
、（
日
本
十
二
律
に
お
け
る
）
第
八
音
の
黄
鐘
おうしき

調
の
音
が
、
ま
さ
し
く
周
・
漢
の
黄こう
鐘しょうで
あ
る
。
思
う
に
、
昔
、
黄
帝
軒

氏

は
、
伶
倫
に
命
じ
て
初
め
て
（
六
律
六
呂
の
）
律
呂
（
つ
ま
り
十
二
律
）
を
制
作
さ
せ
、
こ
こ
か
ら
度
量
衡
が
皆
、
生
じ
、
三
代
（
夏
・
殷
・
周
の
三
王
朝
）
は
順
に

そ
れ
を
受
け
継
い
で
、
秦
（
前
二
二
一
〜
前
二
〇
七
）
を
経
て
漢
に
至
る
ま
で
、
改
作
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
漢
（
二
五
〜
二
二
〇
）
以
降
に
、
尺
度
が
誤
っ

て
長
く
な
っ
た
。
魏
の
杜

は
、（
後
漢
末
の
）
喪
乱
の
余
波
を
受
け
、
調
査
・
考
証
す
る
す
べ
が
な
く
、
こ
の
（
長
く
な
っ
て
い
た
）
尺
度
に
基
づ
い
て
音
律
を
定

め
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
、（
黄こう
鐘しょうよ
り
一
律
下
の
）
応
鐘
（
の
音
の
高
さ
）
を
黄こう
鐘しょう
の
音
高
）
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
で
初
め
て
音
律
（
の
基
準
）
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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注⑴

本

之

、
原

・

、
律
亦

・

之
律
、
而
第
八

鐘

聲
、
乃

・

鐘
也

こ
の
部
分
が
表
す
内
容
は
、
前
の
【
二
】
の
注
⑹
で
言
及
し
た
、

徂
徠
の
楽
論
に
お
け
る
骨
子
で
あ
り
、
彼
の
持
論
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
『
楽
律
考
』
は
、
こ
の
「
日
本
の
黄
鐘
おうしき＝

（
中
国
）
周
・
漢
の
黄こう
鐘しょう」
と

い
う
見
解
を
主
題
と
し
て
、
音
律
の
面
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
で
は
、「
此
書
ノ

ハ
、
日
本
ノ

鍾
ワウシキ

ハ
、

ノ
クワウ

鍾シヨウナ
リ
。」
と
解
説
し
、
太
宰
春
台
の
「
答
田
安
公
問
」
に
は
、「

律
之
儀
、
此
方

人
之
家
に
て
、
今
之
圖
竹
之
壹
越
を
、
古
之

鐘

クワウシヨウ
ニ
心
得
罷
在

候
。
先
師
茂
卿
考
ニ
ハ
、
圖
竹
之
ワウ

鐘シキ
を
、
古
之
クワウ

鐘シヨウと
定
申
候
。

人
之
相
傳
仕
候

ニ
、
圖
竹
之
壹
越
、
古
之
クワウ

鐘シヨウに
て
御
座
候
得
ハ
、
圖
竹
之

鍾
ワウシキ

ハ
、

林
鐘
に
相
當
リ
申
候
。
茂
卿
、
是
を
古
之

鐘
と
定
候
事
、
數
多
之
證
據
御
座
候
。」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」
に
は
、「
隋
書
律

志
ノ

尺
ニ
テ
、
十
二
律
ヲ
切
ル
ト
キ
ハ
、
クワウ

鐘シヨウノ
律
、

日
本

人
ノ
家
ニ
傳
ヘ

タ
ル
ワウ

鐘シキ
調
ナ
リ
。」
と
あ
り
、
こ
の
「
日
本
の
黄
鐘
おうしき＝

周
・
漢
の
黄こう
鐘しょう」
と
い
う
徂
徠
の
見
解
が
、『
隋
書
』「
律
暦
志
」
に
基
づ
く
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
本
書

『
楽
律
考
』
と
密
接
に
関
連
す
る
徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』
所
収
「
度
考
」「
量
考
」
が
、『
隋
書
』「
律
暦
志
」
に
依
拠
す
る
よ
う
に
（
川
原
秀
城
・
池
田
末
利
「
解

題
・
凡
例
」「
一
、
度
量
衡
考
」
参
照
）、
本
書
の
以
下
に
挙
げ
る
歴
代
音
律
の
変
遷
や
黄
鐘
律
長
の
数
値
な
ど
も
、『
隋
書
』
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

⑵

軒

氏
、
命
伶
倫
始
制
律
呂

中
国
古
代
伝
説
上
の
帝
王
で
あ
る
黄
帝
（
軒

氏
と
も
称
す
る
）
が
、
臣
下
の
伶
倫
に
命
じ
て
、
竹
で
黄こう
鐘しょうの
律
管
（
管
を

吹
い
て
生
ず
る
音
に
よ
っ
て
音
高
の
基
準
を
示
す
調
律
器
具
）
を
作
ら
せ
、
そ
れ
を
基
準
と
し
た
十
二
の
律
管
が
作
製
さ
れ
た
の
が
、
中
国
十
二
律
の
起
源
と
言
わ

れ
る
。
そ
の
最
も
古
い
記
録
は
、『
呂
氏
春
秋
』「
古
楽
」
に
見
え
、「
昔

令
伶
倫
作
爲
律
。
伶
倫
自
大
夏
之
西
、
乃
之

之
陰
、
取
竹
於

谿
之
谷
、
以
生

空

厚

、

兩

間
、
其
長
三
寸
九
分
而
吹
之
、
以
爲

鐘
之
宮
、
吹
曰
「

少
」。

制
十
二
筒
、
以
之

之
下
、

鳳
皇
之
鳴
、
以
別
十
二
律
。
其
雄

鳴
爲
六
、
雌
鳴
亦
六
、
以
比

鐘
之
宮
、

合
。

鐘
之
宮
、
皆
可
以
生
之
、
故
曰

鐘
之
宮
、
律
呂
之
本
。

又
命
伶
倫
與
榮
將
鑄
十
二
鐘
、
以
和
五

、
以

施
英
韶
、
以
仲
春
之

、
乙
卯
之
日
、
日
在
奎
、
始
奏
之
、
命
之
曰
咸
池
。」（『
呂
氏
春
秋
新
校
釈
』
二
八
八
頁
）
と
あ
る
。

な
お
、
こ
の
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
黄
鐘
管
長
を
「
三
寸
九
分
」
と
す
る
が
、
漢
代
以
降
、
黄
鐘
律
管
の
長
さ
は
九
寸
、
囲
九
分
と
規
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

『
呂
氏
春
秋
』
の
三
寸
九
分
も
、
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
高
い
黄
鐘
の
音
高
を
発
す
る
も
の
で
、
黄
鐘
管
長
九
寸
を
二
分
の
一
に
し
た
上
に
管
口
補
正
を
施
し
た
長
さ
で
あ

る
、
と
い
う
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
（
田
辺
尚
雄
『
音
楽
理
論
』
第
三
章
「
５.
標
準
基
音
」
参
照
）。「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
楽
律
ノ
考
」
に
、「
クワウ

鍾シヨウノ

管
ハ
、
長
九
寸
ト
云
コ
ト
、
古
ヨ
リ
ノ
定
法
ナ
リ
。」
と
見
え
る
よ
う
に
、
徂
徠
も
本
書
『
楽
律
考
』
に
お
い
て
、
黄
鐘
管
長
を
九
寸
と
し
て
、
歴
代
の
黄
鐘
の
音
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高
な
ど
を
考
証
し
て
い
る
が
（
後
の
注
⑺
な
ど
参
照
）、
管
の
囲
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、「
荻
生
考
（
第
五
七
冊
）」
所
収
「
楽
律
考
」
附
記
「
楽
律
ノ
考
」

に
、「
尤
モ
圍
ニ
不

、
長
サ
バ
カ
リ
ヲ
云
。」
と
記
す
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
、
黄
鐘
九
寸
か
ら
他
の
十
一
律
を
算
出
す
る
方
法
を
、
こ
こ
に
載
せ
て
お
く
。
中
国
で
は
、
古
来
、「
三
分
損
一
」
と
「
三
分
益
一
」
を
順
に
行
う
「
三
分

損
益
」
と
呼
ば
れ
る
音
律
算
定
法
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
各
律
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
日
本
で
は
、「
三
分
損
一
」
を
「
順
八
」、「
三
分
益
一
」
を
「
逆
六
」
と

言
い
、
合
わ
せ
て
順
八
逆
六
の
法
と
称
す
る
。

①
黄
鐘
を
三
分
損
一
す
る

9

寸
×2/3＝

6

寸

完
全
五
度
上
の
林
鐘
が
得
ら
れ
る

②
林
鐘
を
三
分
益
一
す
る

6

寸
×4/3＝

8

寸

完
全
四
度
下
の
太
簇
が
得
ら
れ
る

③
太
簇
を
三
分
損
一
す
る

8
寸
×2/3＝

5.333

寸
余

完
全
五
度
上
の
南
呂
が
得
ら
れ
る

④
南
呂
を
三
分
益
一
す
る

5.333
寸
余
×4/3＝

7.111

寸
余

完
全
四
度
下
の
姑
洗
が
得
ら
れ
る

⑤
姑
洗
を
三
分
損
一
す
る

7.111

寸
余
×2/3＝
4.740

寸
余

完
全
五
度
上
の
応
鐘
が
得
ら
れ
る

⑥
応
鐘
を
三
分
益
一
す
る

4.740

寸
余
×4/3＝

6.320

寸
余

完
全
四
度
下
の

賓
が
得
ら
れ
る

⑦

賓
を
三
分
益
一
す
る

6.320

寸
余
×4/3＝

8.427

寸
余

完
全
四
度
下
の
大
呂
が
得
ら
れ
る

⑧
大
呂
を
三
分
損
一
す
る

8.427

寸
余
×2/3＝

5.618
寸
余

完
全
五
度
上
の
夷
則
が
得
ら
れ
る

⑨
夷
則
を
三
分
益
一
す
る

5.618

寸
余
×4/3＝

7.491

寸
余

完
全
四
度
下
の
夾
鐘
が
得
ら
れ
る

⑩
夾
鐘
を
三
分
損
一
す
る

7.491

寸
余
×2/3＝

4.994

寸
余

完
全
五
度
上
の
無
射
が
得
ら
れ
る

無
射
を
三
分
益
一
す
る

4.994

寸
余
×4/3＝

6.659

寸
余

完
全
四
度
下
の
仲
呂
が
得
ら
れ
る

⑶

而
度
量
衡
皆
生
焉

『
尚
書
』「
虞
書
」「
舜
典
」
に
、「
協
時

正
日
、
同
律
度
量
衡
。」（『
尚
書
正
義
』
七
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
古
代
の
儒
家
に
お
い

て
、
音
律
と
度
量
衡
及
び
暦
法
は
、
結
び
つ
い
て
一
つ
の
体
系
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、『
漢
書
』
巻
二
一
「
律
暦
志
上
」
に
、「

書
曰
「
乃
同
律
度

量
衡
」、

以
齊

立
民
信
也
。
…
…
一
曰
備
數
、
二
曰
和
聲
、
三
曰
審
度
、
四
曰
嘉
量
、
五
曰
權
衡
。
參
五
以
變
、
錯
綜
其
數
、
稽
之
於
古
今
、
效
之
於
氣

物
、
和
之
於
心
耳
、
考
之
於
經
傳
、
咸
得
其
實
、
靡
不
協
同
。」「
聲

、
宮
・

・
角
・

・
羽
也
。
…
…
五
聲
之
本
、
生
於

鐘
之
律
。」「
度

、
分
・
寸
・

尺
・
丈
・
引
也
、

以
度
長
短
也
。
本

鐘
之
長
。
以
子

黍
中

、
一
黍
之
廣
、
度
之
九
十
分
、

鐘
之
長
。
一
爲
一
分
、
十
分
爲
寸
、
十
寸
爲
尺
、
十
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尺
爲
丈
、
十
丈
爲
引
、
而
五
度
審
矣
。」「
量

、

・
合
・
升
・
斗
・

也
、

以
量
多
少
也
。
本

於

鐘
之

、
用
度
數
審
其
容
、
以
子

黍
中

千

二
百
實
其

、
以
井
水
準
其

。
合

爲
合
、
十
合
爲
升
、
十
升
爲
斗
、
十
斗
爲

、
而
五
量
嘉
矣
。」「
衡
權

、
衡
、
平
也
、
權
、
重
也
、
衡

以
任
權
而
均

物
平

重
也
。
…
…
權

、

・
兩
・
斤
・

・
石
也
、

以

物
平
施
、
知

重
也
。
本

於

鐘
之
重
。
一

容
千
二
百
黍
、
重
十
二

、
兩
之
爲
兩
。
二

十
四

爲
兩
。
十
六
兩
爲
斤
。
三
十
斤
爲

。
四

爲
石
。」（
九
五
五
〜
九
五
八
、
九
六
六
〜
九
六
七
、
九
六
九
頁
）
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
十
二
律
の
基
準
と

な
る
黄
鐘
の
音
の
高
さ
を
決
め
る
律
管
が
、
度
量
衡
の
単
位
を
導
き
出
す
基
準
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
長
さ
を
表
す
「
度
」
に
つ
い
て
は
、
黄
鐘
の
律
管
（
九
寸
）

が
黍
九
十
粒
の
長
さ
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
粒
は
一
分
、
九
十
分＝

九
寸
、
十
寸＝

一
尺
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
基
準
と
単
位
が
定
め
ら
れ
、
容
積

を
表
す
「
量
」
に
つ
い
て
は
、
黄
鐘
律
管
の
中
に
黍
を
充
た
し
た
時
の
容
量
（
千
二
百
粒
）
が
、
一

と
い
う
単
位
の
基
準
に
な
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
一

の
重

さ
が
、
重
さ
を
表
す
「
衡
」
の
単
位
の
基
準
に
な
っ
た
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
『
漢
書
』「
律
暦
志
」
に
載
せ
る
、
黄
鐘
律
管
に
黍
を
累
ね
て
尺
度
等
の
基
準
と
す
る
累
黍
の
説
に
関
し
て
は
、
古
来
、
牽
強
附
会
の
説
と
す
る

見
解
も
出
さ
れ
て
お
り
（
楊
寛
「
尺
度
の
規
準
を
楽
律
・
累
黍
に
取
る
説
」、
狩
谷
棭
斎
著
『
本
朝
度
量
権
衡

１
』
二
五
〜
二
七
、
三
二
〜
三
三
、
一
八
二
頁
な

ど
参
照
）、
徂
徠
も
、
こ
の
説
を
否
認
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
徂
徠
は
、
前
掲
の
『
尚
書
』「
虞
書
」「
舜
典
」
に
見
え
る
記
事
に
つ
い
て
、「
舜
、
律
度
量
衡
を
同
じ
う
す
と
い
ふ

は
、
乃
ち
萬
國
の
律
度
量
衡
を

同
じ
う
し
て
、
其
の
姦

を
防
ぐ
の
み
。
あ
に
四

を
同
じ
う
し
て
一
に

す
る
の
謂
な
ら
ん
や
。」
と
解
し
、「
け
だ
し
律
・
度
・
量
・
衡
、
其
の
用
お
の
お
の

殊
な
り
。
律
は
聲
を

る
。
度
は
長
短
を

る
。
量
は
多
少
を

る
。
衡
は

重
を

る
。
古

人
こ
れ
を
作
り
、
お
の
お
の
其
の
用
に

ふ
を
取
る
の
み
。
孔

子
曰
は
く
、「
指
を
布し
き
て
寸
を
知
り
、
手
を
布
き
て
尺
を
知
り
、
肘
を
舒の
べ
て

を
知
る
」
と
。
…
…
則
ち
度
は
人
體
に
由
り
て
生
ず
。
舜
典
に
曰
は
く
、「
歌

は
言
を
永
う
し
、
聲
は
永
に
依
り
、
律
は
聲
を
和
す
」
と
。
則
ち
律
も
ま
た
人
聲
に
由
り
て
生
ず
。

人
、
人
聲
を
以
て
律
を
定
め
、

に
定
ま
る
の
後
、
度
を

り
て
以
て
其
の
聲
を
傳
ふ
。
度
あ
に
律
よ
り
生
ぜ
ん
や
。」（『
度
量
衡
考
』「
量
考
」
二
四
九
〜
二
五
〇
、
二
五
二
頁
）
と
い
う
の
が
彼
の
見
解
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、『
漢
書
』「
律
暦
志
」
に
見
え
る
累
黍
の
説
と
、
そ
の
説
に
よ
っ
て
後
世
の
諸
儒
が
、
古
の
尺
度
及
び
黄
鐘
律
管
の
長
さ
を
求
め
た
こ
と
に
対
し
、
次
の
よ

う
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。「
累
黍
の

、

儒
に
出
で
、
も
と
定
準
な
し
。
其
の
本
原
を
究
む
る
に
、
い
は
ゆ
る
度
量
衡
み
な

鐘
に
生
ず
と
い
ふ

、
こ
れ
其

の
根
由
な
り
。
量
は
度
を
以
て
求
む
べ
き
も
、
衡
は
則
ち
得
べ
か
ら
ず
。
故
に
一

黍
の
重
さ
を
以
て
衡
を
生
ず
る
の
み
。
陰
陽
五
行
・
理
氣
象
數
の
自
然
と
い

ふ
は
、

儒
の
溺
る
る

、
宋
儒
ま
た
こ
れ
に
溺
れ
て
、
儒

千

の
惑
ひ
、
卒
に
解
く
べ
か
ら
ず
。」「
黍
を
累
ね
て
尺
を
作
る
も
、
ま
た

儒
の

な
り
。

一
三
五

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）



…
…
そ
れ
黍
に
肥
瘠
あ
り
て
、
大
小
定
ま
ら
ず
。
律
高
う
し
て
度
短
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る

は
、
其
の
小
を
取
る
。
律
濁にご
り
て
度
長
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る

は
、

其
の
大
を
取
る
。
み
な
言
を
黍
に
托
し
て
、
以
て
己
が

の
爲つく
ら
ま
く
欲
し
き

の

を
求
む
。」（『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
二
一
一
〜
二
一
二
頁
）「

書
ニ
カ
キ

タ
ル
ハ
、
王
莽
カ
時
分
ニ
劉

ト
云
人
、
三
統

ト
云

法
ヲ
作
リ
テ
、
ソ
ノ

法
ノ
カ
ザ
リ
ニ
律
度
量
衡
ノ
コ
ト
ヲ
云
タ
ル
ヲ
、
後

ノ
世
ニ
三
統

ヲ
用
タ

ル
ユ
ヘ
、

書
ニ
右
ノ
劉

カ

ヲ
其
儘
ニ
ノ
セ
タ
リ
。
畢

鍾
ノ
律
管
ヨ
リ
升
目
ヲ
生
ス
ル
ト
云
コ
ト
、
本
劉

カ
作
リ
コ
ト
ニ
テ
本

ナ
キ
コ
ト
ナ
ル
ヲ

…
…
」（『
周
尺
考
』
三
三
四
頁
）
と
見
え
る
。
さ
ら
に
、
累
黍
の
説
に
対
す
る
徂
徠
の
考
え
は
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
黍
ノ
考
」
に
も
、（
お
そ
ら
く

北
渓
の
解
説
と
考
証
を
加
え
た
形
で
）
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑷

三
代
相
承
、

秦

、
莫

改
作

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
に
、「
三
代
ヨ
リ
秦
・

ニ
至
マ
テ
、
尺
ヲ
改
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
イ
フ
。」

と
説
明
す
る
こ
と
か
ら
、
尺
度
の
改
作
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
三
代
の
尺
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
尺
を
異
に
す
る
説
（
所
謂

「
三
代
異
尺
の
説
」）
が
出
さ
れ
、
そ
の
賛
否
が
議
論
さ
れ
て
き
た
が
（
小
泉
袈
裟
勝
『
歴
史
の
中
の
単
位
』
一
八
一
〜
一
八
二
頁
な
ど
参
照
）、
徂
徠
は
否
定
の
立

場
に
あ
り
、
三
代
か
ら
漢
に
至
る
ま
で
尺
度
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
み
な
し
た
。『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
に
て
、「
按
ず
る
に
上
、

よ
り
、
下
、

・

に
至

る
ま
で
、
い
ま
だ
か
つ
て
尺
を
異
に
せ
ず
。
故
に
經
傳
史

、
み
な
尺
を
改
む
る
こ
と
を
言
は
ず
。」「
そ
れ
三
代
、
度
を
異
に
し
、

・

、
尺
を
殊
に
す
る
こ

と
は
、
千
古
の

は
ざ
る

、
史
籍
の
載
せ
ざ
る

。」（
二
〇
九
、
二
一
二
頁
）
と
明
言
し
て
い
る
。

ま
た
、
徂
徠
は
同
書
「
度
考
」
に
て
、
晋
の
荀

と
い
う
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
古
尺
の
復
元
に
関
す
る
記
録
（
後
述
）
に
基
づ
き
、「
晉
の
泰
始
中
に
至
り

て
、
荀

、
時
尺
訛
長
す
る
こ
と
を
知
り
て
、
始
め
て

禮
を
稽かんがへ
て
古
尺
に
復
す
。
…
…
荀

、
尺
を
改
む
る
時
、

・

の
古

を
以
て
こ
れ
を
校
ふ
。
見

る
べ
し
、

・

、
尺
を
異
に
せ
ざ
る
こ
と
を
。」（
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
荀

に
つ
い
て
は
、
次
の
注
⑸
⑺
で
も
言
及
し
、
詳
し
く
は
本
書

『
楽
律
考
』【
四
】
の
訳
注
で
取
り
上
げ
る
が
、
簡
略
に
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

『
宋
書
』『
隋
書
』
等
に
よ
る
と
、
晋
の
泰
始
九
年
（
二
七
三
）
頃
、
中
書
監
の
荀

が
、
楽
律
の
合
わ
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
後
漢
か
ら

魏
に
至
る
ま
で
に
、
尺
度
が
、
古
の
制
度
よ
り
四
分
あ
ま
り
（
小
泉
袈
裟
勝
『
歴
史
の
中
の
単
位
』
二
一
〇
頁
に
よ
る
と
、
今
の
９
ミ
リ
ほ
ど
）
長
く
な
っ
て
い

る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
、
尺
度
を
改
め
た
。
そ
の
後
、
周
代
の
玉
律
（
玉
の
調
律
器
具
）
や
漢
代
の
鐘
な
ど
が
得
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
引
き
合
わ
せ
て
調

べ
た
と
こ
ろ
、
彼
が
復
元
し
た
尺
度
に
よ
る
音
律
に
合
っ
た
と
い
う
。『
宋
書
』
巻
一
一
「
律
暦
志
上
」
に
、「

又
以
魏
杜

制
律
呂
、

校
太

・
總

・

鼓
吹
八

、
與
律
乖
錯
。
始
知
後

至
魏
、
尺
度
漸
長
於
古
四
分

餘
。

依
爲
律
呂
、
故
致
失
韻
。
乃
部
佐

作

劉
恭
依

禮
更
積
黍

度
、
以
鑄
新
律
。
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、
募
求
古

、
得

時
玉
律
、
比
之
不
差
毫

。
又

世
故
鍾
、
以
律
命
之
、
不
叩
而
自
應
。」（
二
一
九
頁
）
と
あ
り
、『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
の

「
審
度
」
に
、「
徐
廣
・
徐
爰
・
王

等
晉
書
云
、「
武

泰
始
九
年
、
中
書
監
荀

、
校
太

八

、
不
和
、
始
知
爲
後

至
魏
、
尺
長
於
古
四
分

餘
。

乃
部

作

劉
恭
、
依

禮
制
尺
、

謂
古
尺
也
。
依
古
尺
更
鑄
銅
律
呂
、
以

聲
韻
。
以
尺
量
古

、

本
銘
尺
寸
無
差
。
又

郡

發
魏
襄
王

、
得
古

時
玉

律

鍾

、
與
新
律
聲
韻
闇
同
。
于
時
郡
國
或
得

時
故
鍾
、
吹
新
律
命
之
、
皆
應
。」」（
四
〇
二
〜
四
〇
三
頁
）
と
見
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
荀

の
古
尺
復

元
に
関
す
る
記
事
に
基
づ
く
と
、
周
か
ら
漢
に
至
る
ま
で
も
、
尺
度
に
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
荀

が
復
元
し
た
尺
は
「
晋
前
尺
」
と
称
さ
れ
、『
隋
書
』「
律
暦
志
上
」
の
「
審
度
」
で
は
、「
一
、
周
尺
」
の
条
に
載
せ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
晋
前
尺

は
、
周
代
の
尺
を
正
し
く
復
元
し
た
も
の
、
つ
ま
り
古
の
周
尺
に
相
当
す
る
と
解
さ
れ
る
。
徂
徠
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
、
晋
前
尺＝

周
尺
で
あ
る
こ
と
に
基
づ

き
、『
度
量
衡
考
』「
度
考
」「
量
考
」
を
著
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
。
北
渓
の
「
度
量
衡
考
叙
」
に
、「
茂
卿
か
つ
て
度
考
・
量
考
を
撰
す
。
隋
志
の
晉

尺
、
古

尺
た
る
に
原もと
づ
く
。」（『
度
量
衡
考
』
一
七
四
頁
）
と
記
す
と
お
り
で
あ
る
。
徂
徠
の
『

園
随
筆
』
巻
四
に
は
、「
隋
書
に
據
る
に
、
い
に
し
へ

晉

に
至
り
て
、
尺
度
未
だ
改
ま
ら
ず
、
み
な
參

す
る

あ
り
。」（
二
九
四
頁
）
と
見
え
る
。

ま
た
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
に
も
、「
古
三
代
ノ
時
分
ヨ
リ
、
秦
・

ヲ

ル
マ
テ
、
尺
ニ
異
同
ア
ル
コ
ト
ハ
、

禮
・
左
傳
・
史

記
・

書
等
ノ
重
キ
書

ニ
見
ヘ
ズ
、
曾
テ
沙
汰
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
。」
と
あ
り
、
同
「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
周
尺
ノ
考
」
に
は
、
更
に
詳
し
い
説
明
が

見
え
る
た
め
、
こ
こ
に
載
せ
る
。「
尺
度
ノ
コ
ト
ハ
、

王
ノ
制
度
ニ
テ
、
至
テ
重
キ
コ
ト
ナ
ル
ユ
ヘ
、
尺
ヲ
改
メ
カ
ユ
ル
ト
キ
ハ
、

史
ニ
必
是
ヲ
載
ス
ル
コ
ト

ナ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
、
夏
・
殷
・

ノ
三
代
ニ
テ
尺
ヲ
カ
ヘ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
代
々
ノ

史
ニ
モ
、
其
外
ノ
書
ニ
モ
、
曾
テ
沙
汰
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
。

書
ノ
律

志
ニ
、

律
度
量
衡
ノ
コ
ト
ヲ

タ
ル
ニ
モ
、
ヤ
ハ
リ

ノ
代
ノ
コ
ト
ヲ
引
テ
、

ノ
代
ノ
尺
ヲ
云
ヘ
リ
。
又
、
晉
書
ニ
尺
ノ
コ
ト
ヲ
論
シ
タ
ル
ニ
モ
、
舜
ノ
時
ノ
玉

ヲ

引
テ
、

尺
ノ
コ
ト
ヲ
云
ヘ
リ
。
…
…
隋
書
ノ
律

志
ニ
云
ヘ
ル
荀

カ

尺
ヲ
定
メ
タ
ル
ニ
モ
、
ヤ
ハ
リ

ノ
代
ノ
古

ヲ
引
テ
、

尺
ヲ
定
メ
タ
リ
。
是
、

皆
、

・
堯
・
舜
・
夏
・
殷
・

・

ノ
代
マ
テ
、
尺
ニ
カ
ワ
リ
ナ
キ
コ
ト
、

白
ナ
リ
。」

こ
の
中
で
、「
晉
書
ニ
尺
ノ
コ
ト
ヲ
論
シ
タ
ル
」
と
言
う
の
は
、

『
晋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
に
、「
傳
云
「
十
二
律
、

之

作
也
。
…
…
」
又
云
「

作
律
、
以
玉
爲
管
、
長
尺
、
六
孔
、
爲
十
二

。
至
舜
時
、

西
王
母

昭
華
之

、
以
玉
爲
之
」。

時
、
零
陵
文
學

景
於

舜
祠
下
得
白
玉

。」（
四
七
四
〜
四
七
五
頁
）
と
あ
る
の
を
う
け
た
も
の
か
。

⑸

後

以
來
、
尺
度
訛
長

『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
の
「
候
気
」
に
、「
至
于
後

、
尺
度
稍
長
。」（
三
九
五
頁
）
と
見
え
る
。
ま
た
、
そ
の
後
、
魏
に

至
っ
て
は
、
前
の
注
⑷
に
述
べ
た
と
お
り
、
尺
度
が
四
分
あ
ま
り
長
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
晋
の
荀

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
。
本
書
の
こ
の
記

一
三
七

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
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一
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述
は
、
前
掲
『
隋
書
』
の
記
述
や
、
荀

に
関
す
る
記
事
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」

の
「
後

ヨ
リ
南

ノ
宋
・
齊
・
梁
・
陳
ノ
代
マ
デ
、
尺
、

第
ニ
長
ク
ナ
リ
タ
ル
事
」
と
題
す
る
章
に
、
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
後

ノ

末
ヨ
リ
三
國
ノ
魏
ノ
時
、
西
晉
ノ
代
ノ
始
ニ
至
ル
マ
テ
、
尺
始
テ
四
分
七

長
ク
ナ
ル
。
是
ハ
、
誰
尺
ヲ
改
テ
長
ク
シ
タ
ル
ニ
モ
非
ズ
。
只
、

第
展
轉
シ
テ
長

ク
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
殊
ニ
、
後

ノ
末
ヨ
リ

世
ニ
ナ
リ
タ
ル
ユ
ヘ
、

廷
ノ
制
度

レ
テ
、
民
ノ
心
儘
ニ
ナ
リ
タ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
。
コ
ノ
コ
ト
ヲ
、
西
晉
ノ

武

ノ
泰
始
九
年
ニ
、
荀

ト
云
モ
ノ
、

律
ノ

人
ニ
テ
、

律
ノ
相

ヨ
リ
吟
味
シ
テ
、

禮
ヲ
考
合
セ
、

廷
ヘ
申
立
テ
、
七
種
ノ
古

ヲ
以
テ
吟
味
シ

テ
、
古
尺
ヲ
定
メ
タ
リ
。
…
…
此
尺
ニ
テ
十
二
律
ヲ
正
シ
テ
、

ノ

ヲ
正
セ
リ
。
…
…
コ
ノ
尺
ヲ

尺
ト
モ
云
。
又
、
王
莽
銅

尺
ト
モ
云
、
建
武
銅
尺
ト

モ
云
、
又
、
晉
ノ
代
ノ
始
ニ
吟
味
シ
タ
ル
ユ
ヘ
、
晉

尺
ト
モ
名
付
ケ
タ
リ
。
荀

カ
吟
味
ノ
時
、

ノ
代
ノ
古

ヲ
カ
シ
ラ
ニ
シ
テ
、
吟
味
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
ル

ユ
ヘ
、
隋
書
ニ
ハ
、
是
ヲ

尺
ト
名
付
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。」

⑹

杜

字
は
公
良
、
河
南
の
人
。『
三
国
志
』
巻
二
九
「
魏
書
」「
方
技
」
に
伝
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
杜

は
、
も
と
は
後
漢
の
雅
楽
郎
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
楽
器
に
通
じ
、
音
律
に
優
れ
て
い
た
と
い
う
。
後
漢
末
の
大
乱
後
は
、
魏
の
武
帝
（
曹
操
）
の
下
で
軍
謀
祭
酒
と
な
り
、
宮
中
雅
楽
の
制
定
に
携
わ
っ
た
。

黄
初
年
間
（
二
二
〇
〜
二
二
六
）
に
は
、
太
楽
令
・
協
律
都
尉
と
な
り
、
雅
楽
の
音
律
の
制
定
を
行
っ
た
ほ
か
、
先
代
の
音
楽
に
つ
い
て
、
経
典
や
伝
承
の
事
例

か
ら
研
究
し
、
古
楽
を
復
興
さ
せ
た
。
大
乱
で
多
く
の
音
楽
が
失
わ
れ
た
が
、
魏
朝
に
お
い
て
先
代
の
古
楽
が
復
旧
し
、
後
世
に
引
き
継
が
れ
た
の
は
、
杜

の

功
績
と
言
わ
れ
る
。
以
下
、『
三
国
志
』
の
杜

伝
を
載
せ
る
。「
杜

字
公
良
、
河
南
人
也
。
以
知

爲

、
中
平
五
年
、
疾
去
官
。
州
郡
司
徒
禮
辟
、
以

世

奔
荆
州
。
荆
州
牧
劉
表
令
與
孟

爲

合

、

備
、
表
欲
庭

之
。

諫
曰
、「
今
將
軍
號
不
爲
天
子
、
合

而
庭
作
之
、
無
乃
不
可
乎
。」
表

其

言
而
止
。
後
表
子

降
太

、
太

以

爲
軍
謀
祭
酒
、
參
太

事
、
因
令
創
制

。

善
鐘
律
、
聰
思

人
、
絲
竹
八

、
靡

不
能
、
惟
歌
舞
非

長
。

時
散

鄧
靜
・
尹
齊
、
善
詠

。
歌
師
尹
胡
、
能
歌
宗
廟
郊
祀
之
曲
、
舞
師

・

、
曉
知
先
代

舞
。

總
統

、

考

經
、

采
故
事
、
敎

、
備
作

、
紹
復
先
代
古

、
皆
自

始
也
。

初
中
、
爲
太

令
・
協
律

尉
。

鑄
鐘
工
柴
玉
、
巧

思
、
形

之
中
、
多

作
、
亦
爲
時
貴

人
見
知
。

令
玉
鑄
銅
鐘
、
其
聲
均
淸
濁
多
不
如
法
、
數
毀
改
作
。
玉
甚
厭
之
、
謂

淸
濁
任

、
頗

。

・
玉
更
相
白
於
太

、
太

取

鑄
鐘
、

錯
更
試
、
然
知

爲

而
玉
之

也
、
於
是
罪
玉

子
、
皆
爲

馬
士
。
文

愛
待
玉
、
又
嘗
令

與
左
願
等
於

客
之
中
吹
笙
鼓
琴
、

色
、
由
是

不

。
後
因
他
事
繫

、
使
願
等
就
學
。

自
謂

、
仕
宦

本
、

不
滿
、

以
卒
。
弟
子
河
南

登
・
張
泰
・
桑
馥
、
各
至
太

丞
、
下

陳

、
司
律
中

將
。
自
左
延
年
等
雖
妙
於

、
咸
善
鄭
聲
、
其
好
古
存
正
莫

。」（『
三
国
志
集
解
』
二
一
三
三
〜
二
一
三
五
頁
）

ま
た
、『
宋
書
』
巻

一
三
八

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
巻



一
九
「
楽
志
一
」
に
、「

末
大

、
衆

淪
缺
。
魏
武
平
荆
州
、
獲
杜

、
善
八

、
嘗
爲

、
尤
悉

事
、
於
是
以
爲
軍
謀
祭
酒
、
使
創
定

。

…
…

悉
總
領
之
。

考
經

、

采
故
事
、
魏
復
先
代
古

、
自

始
也
。
而
左
延
年
等
、
妙
善
鄭
聲
、
惟

好
古
存
正
焉
。」（
五
三
四
頁
）
と
あ
り
、『
隋

書
』「
音
楽
志
」
等
に
も
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。

⑺

魏
杜

承
喪

之
後
、
莫

稽
考
、
以
此
制
律
。
而
應
鐘
爲

鐘
、
律
始
變
矣

こ
れ
に
つ
い
て
、
北
渓
の
「
楽
律
考
解
」
で
は
、「
杜

ハ

ノ

ナ

リ
。
然
ド
モ
魏
尺
始
テ
訛
長
ス
ル
ユ
ヘ
ニ
、

鍾
、
應
鍾
ト
ナ
ル
ト
、
尺
ヲ
考
テ
イ
フ
。」
と
解
説
す
る
。
つ
ま
り
、
杜

（
前
の
注
⑹
参
照
）
が
、
本
来
の
尺
度

の
規
定
よ
り
長
く
な
っ
て
い
た
魏
の
尺
に
基
づ
い
て
、
音
律
を
制
定
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
基
準
音
と
な
る
黄
鐘
の
音
高
が
、
一
律
（
半
音
）
低
い
応
鐘
の
音
高

ま
で
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
音
が
下
が
る
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
一
尺
の
長
さ
の
規
定
が
変
化
し
て
長
く
な
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
い
、
黄

鐘
律
管
九
寸
の
実
際
の
長
さ
も
伸
び
、
振
動
す
る
管
長
が
長
く
な
っ
た
分
、
発
せ
ら
れ
る
音
の
高
さ
が
低
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
魏
の
尺
度
が
長
く
な
っ
て
い
た
と
す
る
の
は
、
前
の
注
⑷
⑸
で
述
べ
た
と
お
り
、
晋
の
荀

の
調
査
に
よ
っ
て
、
魏
の
尺
が
古
の
制
度
よ
り
四
分
あ
ま

り
（
ま
た
は
四
分
半
な
ど
）
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
、『
宋
書
』『
隋
書
』
等
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
れ
ら
の
記
事
は
、

一
部
、
注
⑷
に
引
用
し
た
。）『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」
に
は
、「
炎

將

、
而
天
下
大

、

工
散

、

法
湮
滅
。
魏
武
始
獲
杜

、
使
定

律
、

依
當
時
尺
度
、
權
備
典

。

晉
武

命
、

而
不
革
。
至
泰
始
十
年
、
光
祿
大
夫
荀

、

新
度
、
更
鑄
律
呂
。」（
三
八
六
頁
）
と
あ
り
、
杜

が
、
当
時

の
魏
の
尺
度
に
よ
っ
て
音
律
を
定
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
杜

が
用
い
た
魏
の
尺
に
つ
い
て
は
、
同
『
隋
書
』「
律
暦
志
上
」
の
「
審
度
」
に
お
い
て
、「
五
、
魏
尺
」
の
条
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
杜

用

律
、
比
晉

尺
一
尺
四
分
七

。
魏
陳
留
王
景
元
四
年
、
劉
徽
注
九

云
、
王
莽
時
劉

尺
、

於
今
尺
四
分

も
と
は
「
寸
」
に
作
る
）

五

、
比
魏
尺
、
其

深

九
寸
五
分
五

。

晉
荀

云
「
杜

尺
長
於
今
尺
四
分

」
是
也
。」（
四
〇
四
頁
）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
徂
徠
の
『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
で
は
、
こ
の

『
隋
書
』
の
記
述
を
引
い
て
、「
隋
書
律

志
に
曰
は
く
、「
五
に
、
魏
尺
。
杜

が
用
ひ
て
律
を

ふ
る

。
晉

尺
の
一
尺
四
分
七

に
比
す
。
魏
の
陳
留
王
の

景
元
四
年
に
、
劉
徽
、
九

を
注
し
て
云
ふ
、「
王
莽
が
時
の
劉

が

尺
、
今
の
尺
よ
り

き
こ
と
四
寸
五

、
魏
尺
に
比
す
れ
ば
、
其
の

、
深
さ
九
寸
五
分

五

な
り
」
と
。

ち
晉
の
荀

が
い
は
ゆ
る
「
杜

が
尺
、
今
尺
よ
り
長
き
こ
と
四
分

」
と
い
ふ
、
こ
れ
な
り
」。〔
四
寸
ま
さ
に
四
分
に
作
る
べ
し
。〕」
と

記
し
た
後
、「
按
ず
る
に
こ
の
尺
、
後

末
よ
り
西
晉
の
世
に
至
る
ま
で
こ
れ
を
用
ふ
。
杜

ま
た
こ
の
尺
を
以
て
量
を
作
る
。

典
に
見
ゆ
。
一
尺
四
分
七

は

晉

尺
を
以
て
こ
れ
を
言
ひ
、
四
分
五

は
魏
尺
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
。
其
の
實
は
ま
さ
に
同
じ
。
今
の
尺
の
七
寸
五
分
三

四
毫
五
絲

奇
に
當
る
。」（
一
九

一
三
九

荻
生
徂
徠
著
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楽
律
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』
訳
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一
〜
一
九
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
杜

が
定
め
た
音
律
の
黄
鐘
が
応
鐘
に
当
た
る
と
す
る
徂
徠
の
解
釈
は
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
後
半
部
に
、「
魏
杜

尺

鐘
、
當

・

尺
九
寸
四
分

二

三
毫
。
折

得
四
寸
七
分
一

一
毫
五
絲
、
爲
應
鐘
也
。」
と
見
え
、
こ
の
部
分
に
対
す
る
蒔
田
雁
門
の
注
に
、「
杜

尺
當
古
一
尺
零
四
分
七

。

今
七

寸
五
分
三

四
五
二
六
一
也
。
九
因
一
尺
零
四
分
七

、
得
九
寸
四
分
二

三
毫
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
掲
『
隋
書
』「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
に
見
え
る
、
魏

尺
の
晋
前
尺
に
対
す
る
比
率
「
一
尺
四
分
七

」
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
算
定
し
て
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
荀

が
復
元
し
た
尺
「
晋
前
尺
」（＝

周
・
漢
の
尺
）
に
よ
る
黄
鐘
律
長
九
寸：

杜

が
魏
の
尺
に
基
づ
い
て
定
め
た
黄
鐘
律
長＝

一
尺：

一
尺
四
分
七

②
杜

が
魏
の
尺
に
基
づ
い
て
定
め
た
黄
鐘
律
長＝

0.9

×1.047 ＝
0.9423 ＝

九
寸
四
分
二

三
毫

③
九
寸
四
分
二

三
毫
の
律
長
を
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
上
げ
る
と
（
×1 /2 ＝

0.47115

）、
四
寸
七
分
一

一
毫
五
絲
と
な
る
。

④
こ
の
律
長
（
四
寸
七
分
一

一
毫
五
絲
）
は
、
応
鐘
律
長
「
四
寸
七
分
六

七
毫
三
絲
」
の
近
似
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
応
鐘
の
音
高
に
相
当
す
る
。

な
お
、
右
に
挙
げ
る
応
鐘
律
長
「
四
寸
七
分
六

七
毫
三
絲
」
は
、
本
書
『
楽
律
考
』
後
半
部
に
載
せ
る
、
黄
鐘
を
九
寸
と
し
た
場
合
の
十
二
律
の
各
律
長
か

ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
書
に
載
せ
る
十
二
律
の
数
値
は
、
古
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
三
分
損
益
法
（
前
の
注
⑵
参
照
）
に
よ
る
値
で
は
な
く
、
高
橋

博
巳
『
江
戸
の
バ
ロ
ッ
ク
』「

中
根
元
圭
と
荻
生
徂
徠
」（
一
四
七
〜
一
四
八
頁
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
平
均
律
の
計
算
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
管
見
で
は
、
明
の
李
之
藻
撰
『

宮
礼
楽
疏
』
に
載
せ
る
十
二
平
均
律
の
値
か
ら
採
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
取
り

上
げ
る
。
三
分
損
益
律
に
よ
る
と
、
応
鐘
の
律
長
は
、
四
寸
七
分
四

あ
ま
り
で
あ
る
。
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注
者
が
こ
の
『
楽
律
考
』
に
初
め
て
接
し
た
の
は
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
在
学
時
に
、
薦
田
治
子
先
生
（
現
武
蔵
野
音
楽
大
学
教
授
）
と
の
個
人
授
業
で
、『
楽
律
考
』

『
楽
制

』
な
ど
を
取
り
上
げ
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
坂
田
進
一
先
生
（
坂
田
古
典
音
楽
研
究
所
所
長
）
に
も
ご
指
導
を
賜
り
、
大
学
院
の
同
学
で

あ
っ
た
長
井
尚
子
様
・
栂
尾
亮
子
様
か
ら
も
ご
助
言
を
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、
上
海
音
楽
学
院
に
て
、
陳
応
時
先
生
（
同
学
院
教
授
）
か
ら
も
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
、
改

め
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
資
料
を
ご
貸
与
く
だ
さ
っ
た
松
村
宏
先
生
（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）、
資
料
の
閲
覧
と
利
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
国
立
公
文
書
館
内
閣

文
庫
を
始
め
と
す
る
各
所
蔵
機
関
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

一
四
一

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）


